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卒FIT向け 太陽光発電の電力から充電することを条件とする

車載型蓄電池（EV・PHV）＆充放電設備（V2H）設置セット補助 
令和８年度“一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金”のご案内 

この補助金は、車載型蓄電池と充放電設備のセット補助金です（それぞれ単独補助不可）。 

車載型蓄電池のみ導入される方は、一般社団法人 次世代自動車振興センター（経済産業省）の補助

金をご利用ください。 

▶ 一般社団法人 次世代自動車振興センター https://www.cev-pc.or.jp/ 

・CEV補助金（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金） 

※本事業の対象車種・上限補助金額はCEV補助金と同じです 

問合せ ☎0570-001-136 

          受付時間 10：00～12：00／13：00～16：00（土日祝除く） 

・V２H充放電設備・外部給電気補助金 

（クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ導入促進補助金） 

         問合せ ☎0570-000-299 

         受付時間 9：15～12：00／13：00～17：00（土日祝除く） 

本事業の補助金は、CEV補助金との併用はできません。 

本事業は蓄電容量から補助金額を計算するため、CEV補助金より金額が少なくなる可能性がありま

す。 

１ 申請期間  令和８年４月１日（水）～令和８年11月30日（月） 

【厳守】施工・支払完了 令和９年２月28日（日）／当市への請求書締切 令和９年３月８日（月）

２ 交付対象者  

次の表のいずれかに該当する個人及び中小企業者等で、一関市暴力団等排除措置要綱（平成

28年一関市告示第69号）第２第６号に規定する排除措置対象者でないもの。 

個人 

※市の住民基本台帳に記録さ

れている者

＜車載型蓄電池（EV・PHV）＞ 

①自らが使用するために車載型蓄電池を購入すること 

②市税を滞納していないこと 

＜充放電設備（V2H）＞ 

上記②に加え下記２点を満たすこと。 

③自ら居住する市内の住宅又は当該住宅の敷地に再生可能エネルギー設備を 

設置すること。 

④市内または隣接する市町村（陸前高田市、奥州市、平泉町、住田町、気仙沼

市、登米市、栗原市、東成瀬村）に本店、支店、営業所等（以下「本店等」

という。）を有する施工業者と再生可能エネルギー設備の設置に係る契約を

締結すること。
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中小企業者等 

※中小企業基本法（昭和38年法

律第154号）第２条第１項に規

定する中小企業者又は特定非営

利活動法人、農事組合法人、社会

福祉法人、一般社団法人・財団法

人、医療法人、組合（生活協同組

合、その他中小企業等協同組合法

（昭和24年法律第181号）に基

づく組合等）、人格のない社団等

で、中小企業基本法第２条第１項

各号の要件を満たす者です。

＜車載型蓄電池（EV・PHV）＞ 

①市内にある事業所等の事業の用に供するために購入すること 

②宗教活動又は政治活動を目的とする団体でないこと 

③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する風俗

営業を営む者でないこと 

④市税を滞納していないこと 

＜充放電設備（V2H）＞ 

上記②～④に加え下記２点を満たすこと。 

⑤市内にある事業所等又は当該事業所等の敷地に再生可能エネルギー設備を

設置すること。 

⑥市内または隣接する市町村（陸前高田市、奥州市、平泉町、住田町、気仙沼

市、登米市、栗原市、東成瀬村）に本店、支店、営業所等を有する施工業者

と充放電設備の設置に係る契約を締結すること。

４ 交付要件 ・未使用品（新品）であること 

       ・契約後から納車前、工事着手前の期間に申請すること。 

（補助金交付決定後に工事着手してください） 

       ・車載型蓄電池の納車が充放電設備の施工完了より後の日付になること 

        先に納車された場合は利用を控えるか、利用する場合は充放電設備の施工完了までの

期間分の再エネ電力メニュー等でまかなう必要があります。 

５ 補助対象設備 

再生可能エネルギー設備の種類 要件 

車載型蓄電池 
ＥＶ（電気自動車） 

及びＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）

国実施要領別紙２ ２-オ-（ネ）

の交付要件の欄の要件を満たす

こと。 

充放電設備 
車載型蓄電池からの電力の取り出し、及び車

載型蓄電池に充電することができる設備。 

国実施要項別紙２ ２-オ-（ノ）

の交付要件の欄の要件を満たす

こと。 



- 3 - 

６ 補 助 額 

  次の表に掲げる額で、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。 

  【注意】車載型蓄電池と充放電設備のセット（同時導入）補助金です 

（それぞれ単独補助はできません） 

再生可能エネル

ギー設備の種類 
補助額 上限額 

車載型蓄電池 

 次のいずれか小さい額 

① 蓄電容量（キロワットアワー）※の２分の

１に４万円を乗じた額 

※単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用す

る単電池の数の積で算出される蓄電池部の値。 

「初期実行容量」ではありませんのでご注意くだ

さい。（小数点第２位以下切り捨て） 

② 補助対象事業に要した実支出額（税抜き）

国実施要領２-⑵-オ-（ネ）

の交付率等の欄に規定す

るクリーンエネルギー自

動車導入事業費補助金の

銘柄ごとの補助金交付額 

充放電設備 補助対象事業に要した実支出額（税抜き）に

２分の１を乗じた額 
定めない 

７ 申請書類   申請書等の様式は、市ホームページからダウンロードできます。

http://www.city.ichinoseki.iwate.jp 

         生活・環境→地球温暖化対策→再生可能エネルギー 

８ 設備を法定耐用年数経過前に廃棄等を行う場合 

この事業で取得した設備を、法定耐用年数経過前に廃棄等を行う場合は、市長の承認が必要で

す。処分するに至った理由が分かる書類および写真などを添付し、様式第５号「財産処分承認申

請書」を提出してください。 

法定耐用年数…車載型蓄電池（EV・PHV） 軽乗用・軽貨物４年 普通乗用６年 

充放電設備６年 

10 “一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金”について 

本事業は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」の選定を

受け、令和５年度から令和９年度まで実施します。 

11 問合せ・申請先 

一関市役所 本庁 生活環境課 環境企画係 

  〒021-8501 一関市竹山町7-2 電話 0191-21-8331 

Eメール seikan@city.ichinoseki.iwate.jp 

※各支所市民福祉課の窓口でも申請書類を受付します 



- 4 - 

申請者 市 補足 

▶申請書の添付書類 詳細はチェックシート参照 
１ 様式２号の１「収支予算書」 
２ 工事請負契約書等（建売住宅の場合は売買契約書）の写し 
３ 補助様式 申請④「経費等内訳確認書（車載型）」 
４ 補助様式 申請⑤「車載型蓄電池等補助金額・想定年間消費電力量確認書」
５ 見積書など設置経費の内訳が確認できる書類 
※添付書類３の根拠資料） 

６ 補助様式 申請⑥「チェックリスト（車載型・充放）」 
７ 設備設置前の状況が確認できるカラー写真および設置箇所の見取り図 
８ 振込口座の名義・支店名・口座番号が確認できる預金通帳等の写し 
９ ≪原本≫令和７年度分の納税証明書 
10 補助様式 申請⑦「誓約書」 
11 設備の仕様および出力等が確認できる書類 ※既存の太陽光発電設備等か
ら給電する場合は、その出力等が確認できる電力受給契約書等の書類 

【申請者が中小企業等の場合】 
1２ ≪原本≫履歴事項全部証明書 

「交付決定通知書」の受領 
＊再発行はできませんので大切に保管してください 

決定した補助金額に影響があるような工事内容等の変更が起こっ

た場合 

「変更承決定定通知書」の受領 

▶請求書の添付書類 詳細はチェックシート参照 
１ 様式第２号の１「収支決算書」 
２ 設備設置の状況が確認できるカラー写真 
３ 申請者が個人の場合…≪原本≫住民票の写し 
申請者が中小企業等の場合…≪原本≫不動産登記事項証明書 

４ 設備設置に要した費用の領収書等の写し 
５ ≪原本≫補助様式「領収書等の金額内訳等確認書」 
６ 申請書に記載した口座を変更する場合は、預金通帳の写し等口座が確認で
きるもの（変更ない場合は不要）。 

【車載型蓄電池】 
７ 自動車検査証の写し 
８ 太陽光発電設備と直接接続されていることが分かる資料（結線図等） 

【充放電設備】 
 ９ 太陽光発電設備と直接接続されていることが分かる資料（結線図等） 
   ※車載型蓄電池の提出資料９で確認できる場合は添付省略 

受 付 

 （本庁・各支所）

審 査 

交付決定 

（本庁） 

受付（本庁・各支所）

↓

審 査（本庁） 

↓

受 付 

（本庁・各支所） 

審 査 

（本庁） 

補助金の支払い決定

振込手続き 

（本庁）

市への申請

は、設置工事契

約後、工事着手

前に申請して

ください。 

 審査には１

～２週間ほど

時間がかかり

ます。 

 期間に余裕

をもって申請

ください。 

変更等の事

由が生じた日

から15日以内

に変更承認申

請書を提出し

てください。 

請求時に必

要な添付書類

がそろい次第

速やかに請求

書を提出して

ください。 

施行完了お

よび契約相手

（請負業者）へ

の支払完了は、

令和９年２月

28 日までに行

ってください。

請求書提出

締切日【厳守】

令和９年３月

８日（月）

申請書（様式第１号） 

請求書（様式第４号） 

補助金交付 

決定通知書 

提出 

一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金

車載型蓄電池・充放電設備用
申請・交付手続きの流れ

設置工事着手 

送付 

変更承認申請書(様式第３号)

収支予算書（様式第２号の２）

提出 

変更承認通知書 送付 

設置工事完了

提出 

振込


